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２０２５年１月３１日 

株式会社東京証券取引所 

上 場 部 

 

改善報告書の徴求及び公表措置について 

  

下記のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。 

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。 

 

記 

 

 １． 会 社 名 株式会社サンテック 

（コード：１９６０、市場区分：スタンダード市場） 

   

 ２． 改 善 報 告 書 

提 出 期 限 

２０２５年３月４日（火） 

 

   

  理 由 

（関連条項） 

開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が

高いと認められるため 

（有価証券上場規程第５０４条第１項第１号） 

   

 ３． 

 

公 表 措 置 

公 表 日 

２０２５年１月３１日（金） 

 

   

  理 由 

（関連条項） 

開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反した旨の公表が必要

と認められるため 

（有価証券上場規程第５０８条第１項第１号） 

   

 ４． 

 

理 由 の 詳 細 株式会社サンテック（以下「同社」という。）は、２０２４年９月９日、

金融商品取引法の規定に基づく２０２４年３月期の連結財務諸表等に対

する監査意見の不表明等に関する第三者調査委員会の調査報告書を開示

し、２０２５年１月１５日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 

これらにより、同社の支社が２０２２年３月期に受注した照明設備工事

について、受注時の工事原価の見積り誤り等により工事損失が生じている

ことを本社において把握できていなかったことや、同社は２０２４年３月

期に当該工事損失を検出し、同期末に工事原価の見積りの増額を行ったも

のの、その期間帰属が適切でなかったことなどが明らかになりました。 

その結果、同社は、２０２２年３月期から２０２４年３月期までの決算

短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それ

に伴う決算内容の訂正により、２０２２年３月期において営業損失３５

東証一斉連絡 

 



株式会社 東京証券取引所 

１,６５５千円を２２７,２３０千円、親会社株主に帰属する当期純損失１

２４,０３４千円を３１,５０６千円と過少に表示していたことなどが判

明しました。 

 

こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められ

ました。 

・ 本件照明設備工事において、本来であればそれぞれ別の担当者が行う

べき工事の見積り・実行予算の作成などが支社長により単独で行われ

た結果、実行予算と実際の費用に多額の差異が生じていたほか、工事

原価の増加要因となる情報を把握した際も、実行予算の見直しや本社

への情報共有が適時に行われていなかったなど、現場において工事案

件の受注や管理に関する体制・業務プロセスが適切に整備・運用され

ていなかったこと 

・ 本件照明設備工事は、同社にとって経験の乏しい案件であったにもか

かわらず、工事案件の管理が支社任せとなっていたなど、本社におい

て、個々の工事案件の見積りの正確性や実行予算と費用の差異を検

証・確認するプロセスが不足しており、工事案件の全社的な把握や工

事損失を適時に認識するための体制が十分に整備されていなかった

こと 

・ 工事損失の検出後、訂正すべき金額と期間帰属を精査し、当期及び過

去の連結財務諸表等を作成及び訂正する必要があったにもかかわら

ず、監査手続きに必要な資料・証憑を速やかに提出できないなど、当

時の会計監査人との間で十分なコミュニケーションが行われないな

か、開示の延期などの対応を行うことなく、誤った決算情報を開示し

ていたなど、全社的に会計処理・監査や開示制度に対する理解が不足

していたこと 

  

以上のとおり、本件は、同社において、将来の工事原価の増加要因とな

る情報を把握し、実行予算の作成・見直しを行う体制の整備及び運用がさ

れなかった結果、支社における工事損失が長期にわたり検出されず、検出

後も工事原価の見積りの増額を行ったものの、その期間帰属が適切でなか

ったために、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開

示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高

いと認められます。同社は既に、第三者調査委員会の調査結果及びその提

言などを受けて、２０２４年１０月４日付で再発防止策等に係る開示を行

っていますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対

して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしま

した。 

また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措

置を行うことにしました。 

   

※  同 社 の 改 善 報 告 書 は 、 提 出 後 、 株 式 会 社 日 本 取 引 所 グ ル ー プ ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.jpx.co.jp/listing/measures/improvement-reports/index.html）及びＴＤｎｅｔデ

ータベースサービスに掲載します。 

 

以   上 

https://www.jpx.co.jp/listing/measures/improvement-reports/index.html

